
令 和 ２ 年 ９ 月 10 日
大 分 県 警 察 本 部

日常生活の中に、「防犯の視点」を取り入

れ、子供達を見守る活動です。

「仕事」や「散歩」などを「しながら」

・不審者がいないか

・危ないことがないか

ということに、少しだけ気にかけてもらい、

・不審者を見かけたら警察へ通報

してもらうものです。

パソコンでインターネットを閲覧中、けたたましい警告音と一緒にパソコンの画面に

「ウイルスに感染。サポートに連絡してください。○○－▲▲▲▲－××××」

なんて表示が出たら、あなたはどうしますか？

やばい！電話しなきゃ！

★ウイルス対策用アプリと称して、遠隔操作アプ

リをダウンロードさせられる！

★症状を解消するためのサービス費用として電子

マネーなどでお金を請求される！

ウォーキングや犬の散歩、花の水やり、仕事などをし「ながら」、

＊長時間子ども達をじっと見つめている人や子ども達の後をつける不審者がいないか見守る

＊不審者を見かけたら通報する

＊防犯の帽子やタスキ、ベストなどを着用する

＊あいさつをする

ことで、不審者に対する抑止力となれます。

あいさつをすることで地域のコミュニティが形成され、それを見た不審者は「この地域ではまず

い。」と感じ、犯罪を思いとどまらせることが出来るのです。

要するに、ながら見守りでは、不審者に、

「この地域の住民の目が、自分に向けられている」と感じさせること
が大切です。

防犯活動をしていることがわかる帽子やタスキ、ベストを着用するとより効果的です。



他にも、電話が鳴っている時に、「迷惑電話の可能性があります。ご注意ください。」とアナウンスを

流して、注意を促してくれる機能があるものもあります。

大分県と各市町村では、特殊詐欺被害防止対策「犯人と話をしない」対策として有効な

電話機（または外付け機器）の購入費の３分の２（上限１万円）
を補助しています。

電話をかけてきた相手に対して、「この電話は

詐欺などの犯罪被害防止のため録音します」

などとアナウンスをして相手方に警告する。

⇒犯人の多くはココで電話を切ります。

電話に出ると相手との通話内容を録音する。

⇒犯人は自分の声を録音されることを嫌います。

※予算に限りがありますので、購入前に必ずお住まいの各市町村（下記防犯担当係）に
お問い合わせください。

主な

条件
○ 県内居住の65歳以上の者のみで構成される世帯の者

○ 過去に県警から電話機等の貸与をされたことがない者 など


